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１．はじめに

　2021年６月に公表された改訂コーポレートガ

バナンス・コードの策定の過程で、論点の一つと

なったのは、独立社外取締役の割合である。コー

ド策定の有識者会議でも多くの議論が交わされた

が、その結果、原則４－８においては、「プライ

ム市場上場会社において、独立社外取締役を３分

の１以上選任すべきこと、また、過半数の独立社

外取締役を選任することが必要と考えるプライム

市場上場会社は、十分な人数の独立社外取締役を

選任すべきである」と定められることになった。

同コードはこれまで３年に１度改訂されている

が、数年後の改訂時においても、独立社外取締役

の割合が再び重要な論点になることが予想され

る。

　今後、取締役会に占める独立社外取締役（以下、

社外取締役）の割合が増えるにつれ、その役割が

ますます重要となり、社外取締役への期待がさら

に高まることになる。それに伴い、社外取締役が

その役割を適切に果たすための体制づくりが必要

となる。その一つは、取締役会の議論において社

外取締役が監督機能を十分に発揮できる仕組みを

構築することである。もう一つは、社外取締役自

身がその責務を強く認識することを促す環境を整

備することである。これまで日本では、前者に重
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　独立社外取締役の機能強化を支えるには、⑴取締役会の議論において社外取締役が監督機能を十分に発揮でき
る仕組みを構築すること、⑵社外取締役自身がその責務を強く認識することを促す環境を整備することが、重要
となる。日本では主として⑴に関する対応が進んでいるが、欧米企業では⑵についても、①社外取締役の役割・
責務の明確化、②取締役会評価の活用、③社外取締役と投資家との対話、などの対応が行われている。
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